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６月は市・都民税普通徴収第１期の納期です　　納税・納付には、便利な口座振替を　　　　◆納税課（�田 �内線1353）

◆
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�保
 

�
内
線　

）
２８１１

�　

傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
事
前

に
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
子
ど
も
福
祉
審
議
会
（
子
育
て

支
援
課
・
内
線　

）
…
６
月　

日

１５２１

24

（
木
）
午
後
1
時
・
田
無
庁
舎
会

議
室
・
（
仮
称
）
こ
ど
も
の
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
・
傍
聴

５
人　

■
地
域
福
祉
普
及
推
進
会

議
（
保
健
福
祉
総
合
調
整
課
・
内

線　

）
…
６
月　

日
（
木
）
午
後

2313

24

1
時　

分
・
防
災
セ
ン
タ
ー
講
座

30

室
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
マ
ッ
プ
の
作

成
に
つ
い
て
・
傍
聴　

人　

■
障

１０

害
児
教
育
検
討
懇
談
会
（
学
務
課

・
内
線　

）
…
６
月　

日
（
水
）

2621

30

午
前　

時
・
防
災
セ
ン
タ
ー
講
座

10

室
・
障
害
児
学
級
に
つ
い
て
・
傍

聴　

人
１０ 審

議
会
開
催
情
報

審
議
会
開
催
情
報

▽
対
象　

ひ
ょ
う
量
が　

キ
ロ�
２５０

以
下
の
機
械
式
は
か
り

※
電
気
式
お
よ
び
ひ
ょ
う
量
が　
２５０

キ
ロ�
を
超
え
る
機
械
式
は
か
り

は
所
在
場
所
で
検
査
し
ま
す
。

▽
検
査
料　
　

円
か
ら
（
機
種
に

５００

よ
る
）

※
次
に
該
当
す
る
方
は
、
田
無
庁

舎
２
階
産
業
振
興
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
①
一
昨
年
の
定
期
検
査

を
受
け
て
い
な
い
方　

②
今
回
初

め
て
定
期
検
査
を
受
け
る
方　

③

一
昨
年
の
定
期
検
査
後
、
機
種
を

変
更
し
た
方

※
計
量
士
に
よ
る
検
査
を
受
け
て

い
る
方
は
除
き
ま
す
。

◆
産
業
振
興
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４４２

�　

選
挙
人
名
簿
の
登
録
は
、
年
４

回
、
３
月
・
６
月
・
９
月
・　

月
１２

に
登
録
す
る
定
時
登
録
と
、
選
挙

の
つ
ど
行
わ
れ
る
選
挙
時
登
録
が

あ
り
ま
す
。
６
月
２
日
の
定
時
登

録
者
数
が
確
定
し
た
の
で
、
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

登
録
者
数
は
、
男
性
７
万
４
千

　

人
、
女
性
７
万
６
千　

人
、
計

653

３９４

　

万
１
千　

人
で
す
。
３
月
２
日

１５

４７

の
定
時
登
録
者
数
と
比
較
す
る

と
、
男
性　

人
増
、
女
性　

人
増
、

１２８

７２

計　

人
増
加
し
て
い
ま
す
。

２００

　

６
月
３
日
現
在
の
在
外
選
挙
人

名
簿
登
録
者
数
は
、
男
性　

人
、

１００

女
性　

人
、
計　

人
で
す
。

９６

１９６

選
挙
人
名
簿
登
録

選
挙
人
名
簿
登
録

え
、指
定
さ
れ
た
日
ま
で
に
幼
稚

園
等
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

◎
市
外
の
幼
稚
園
等
に
通
園
の
場

合
…
「
補
助
金
交
付
申
請
書
」
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
印
鑑
を
持

参
の
う
え
、
６
月　

日
（
月
）
〜

28

7
月
２
日
（
金
）
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
に
直
接
子
育
て
支
援
課

（
田
無
庁
舎
１
階
・
保
谷
庁
舎
１

階
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
注
意
事
項　

◎
本
年
の
１
月
２

日
以
降
西
東
京
市
に
転
入
し
た
方

は
、
平
成　

年
度
課
税
証
明
書
が

16

必
要
で
す
。　

◎
前
年
以
降
に
海

外
か
ら
帰
国
し
た
方
は
、子
育
て
支

援
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

◎

口
座
名
義
が
申
請
者
と
異
な
る
場

合
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。　

◎

受
付
期
間
後
に
入
園
を
予
定
し
て

い
る
方
は
、
直
接
子
育
て
支
援
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
子
育
て
支
援
課（
�田
 
�
内
線　

）
１５２２

�
▽
と
き
・
と
こ
ろ　

①
７
月　

日
２９

（
木
）
・
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー　

②
８
月
２
日
（
月
）
・
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
東
伏
見
作
業
所　

③
３
日
（
火
）
・
谷
戸
公
民
館　

④
４
日
（
水
）
・
市
民
会
館　

⑤

５
日
（
木
）
・
市
民
会
館

※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前　

時
１０

〜
午
後
３
時　

分
（
正
午
〜
午
後

３０

１
時
を
除
く
）

営
業
用
は
か
り
の

営
業
用
は
か
り
の

定

期

検

査

定

期

検

査

�
〜
私
立
幼
稚
園
（
類
似
施
設
等
を

含
む
）
園
児
の
保
護
者
の
方
へ
〜

　

私
立
幼
稚

園
、
幼
稚
園

類
似
施
設
お

よ
び
無
認
可

幼
児
施
設

（
負
担
軽
減

補
助
金
の
み
）
に
通
園
さ
れ
て
い

る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
の
方
に

「
私
立
幼
稚
園
等
園
児
保
護
者
負

担
軽
減
事
業
費
補
助
金
」
お
よ
び

「
私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助

金
」
を
支
給
し
ま
す
。

▽
対
象　

西
東
京
市
に
住
民
登
録

ま
た
は
外
国
人
登
録
し
て
い
る
３

歳
児
〜
５
歳
児
（
平
成　

年
４
月

10

２
日
〜　

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ

13

た
幼
児
）
を
私
立
幼
稚
園
等
に
通

園
さ
せ
て
い
る
保
護
者
の
方
（
満

３
歳
に
達
し
た
時
点
で
翌
年
度
の

４
月
を
待
た
ず
に
幼
稚
園
等
に
通

園
さ
せ
い
て
る
保
護
者
の
方
も
対

象
）

▽
申
請
方
法　

◎
市
内
の
幼
稚
園

等
に
通
園
の
場
合
…
幼
稚
園
等
か

ら
配
布
さ
れ
る「
補
助
金
交
付
申

請
書
」に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

補
助
金
の
申
請
を

補
助
金
の
申
請
を

お

忘

れ

な

く

お

忘

れ

な

く

おお
知知
らら
せせ

　

学
童
ク
ラ
ブ
・
児
童
館
嘱
託
員

を
募
集
し
ま
す
。

▽
職
種
・
採
用
人
数　

児
童
館

（
若
干
名
）、
体
力
増
進
指
導
委

員
（
１
人
）、
学
童
ク
ラ
ブ
（
若

干
名
）

▽
応
募
資
格　

◎
年
齢　

昭
和　

年
４
月
２
日
以

２０

降
に
生
ま
れ
た
方　
　
　

◎
資
格　

①
保
育
士

②
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
・

高
校
教
諭
免
許
を
有
す
る
方　

③
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成

す
る
養
成
施
設
ま
た
は
社
会
福
祉

主
事
を
養
成
す
る
機
関
を
卒
業
し

た
方　

④
大
学
に
お
い
て
指
定
す
る
学
科

ま
た
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
方

※
詳
し
く
は
、
配
布
要
項
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▽
選
考
方
法　

書
類
選
考
お
よ
び

面
接
試
験

▽
面
接
試
験
日　

７
月
３
日（
土
）

▽
要
項
の
配
布　

６
月　

日（
火
）

１５

〜　

日（
水
）　

各
児
童
館
・
学
童

３０
ク
ラ
ブ
・
児
童
課
（
田
無
庁
舎
１

階
）
で

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
申
込
受
付　

提
出
書
類
・
作
文

（
要
項
参
照
）
を
そ
ろ
え
て
６
月

　

日
（
火
）
ま
た
は　

日
（
水
）

２９

３０

に
田
無
庁
舎
１
階
児
童
課
へ

▽
報
酬　

要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い

▽
勤
務
条
件　

原
則
と
し
て
週　
３０

時
間
以
内

▽
勤
務
地　

市
内
各
施
設

▽
雇
用
期
間　

７
月　

日
〜
平
成

１５

　

年
３
月　

日

１７

３１

◆
児
童
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１５４１

　

有
資
格
者
を
優
先
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
児
童
課
へ
。

◆
児
童
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１５４１

　

障
害
を
持
つ

方
の
ス
ポ
ー
ツ

レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
活
動
（
球

技
等
）
を
お
手

伝
い
す
る
障
害

者
ス
ポ
ー
ツ
に
関
心
が
あ
る
方
を

募
集
し
ま
す
。

▽
申
込　

履
歴
書
を
、
６
月　

日
17

（
木
）
〜　

日
（
水
）
に
保
谷
保

30

健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
・
田

無
庁
舎
1
階
障
害
福
祉
課
へ

▽
報
酬　

日
当
２
千
円

▽
勤
務
条
件　

毎
月
第
３
土
曜
日

の
午
前
中
（
予
定
）

▽
勤
務
地　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

◆
障
害
福
祉
課
（
○保
 
�
内
線　

）
2344

　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
）
を
利
用
し
た
、
行

政
手
続
の
電
子
申
請
等
を
確
実

に
行
う
た
め
の
、「
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス
」
は
、
田
無
庁
舎

の
み
で
受
け
付
け
て
い
ま
す

が
、
７
月
１
日
（
木
）
か
ら
、

保
谷
庁
舎
で
も
申
請
受
付
を
開

始
し
ま
す
。

　

将
来
、
こ
の
制
度
を
利
用
し

た
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ

る
と
、「
電
子
証
明
書
」
を
使
用

し
、
自
宅
な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
行
政
手
続
き
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

本
人
が
申
請
す
る
際
は
、
本

人
確
認
書
類
（
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
等
）・
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
（
住
民
登
録
を
し
て
い
る

市
区
町
村
で
発
行
・
有
料　

円
）

５００

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
代
理
人

の
申
請
も
可
能
で
す
。
そ
の
場

合
の
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、

電
子
証
明
書
発
行
手
数
料
は
、

　

円
で
す

５００◆
市
民
課
（
�田
 
�
内
線　

、
�保

 
１４６１

�
内
線　

）
２１３１

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

保
谷
庁
舎
で
も
申
請
可
能
に
な
り
ま
す

��������	
�������������	
�����

　学童クラブでは、小学校等に通っている児童を持つ保護者が、そ
の児童の放課後、仕事や病気等で監護できない場合に、保護者に代
わって監護指導をします。
　今年度から通年の募集とは別に「夏休み期間の学童クラブ」とし
て、期間中だけの入会を希望する児童の募集を実施します。
▽入会期間　７月２１日（水）～８月３１日（火）
▽対象児童　小学校４年生まで
▽申請用紙の配布　６月１５日（火）から　田無庁舎１階児童課窓口、
各児童館、各学童クラブで配布します。
　ただし、期間限定の実施ですので、保護者が就労されておらず、
求職活動中の場合は申請できません。
▽申込　６月１５日（火）～７月５日（月）児童課窓口（田無庁舎１階）…
月～金曜日（午前８時３０分～午後５時）に必要
書類を添えて提出してください。
※申請状況により、希望する学童クラブに近
接する学童クラブになる場合があります。
◆児童課（�田 �内線１５４１）

嘱
託
員
・
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す

学
童
ク
ラ
ブ
・

児
童
館
嘱
託
員

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

支
援
事
業
補
助
員

学
童
ク
ラ
ブ
臨
時
職
員

◎
保
谷
駅
南
口
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画

（
案
）
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▽
と
き　

６
月　

日
（
水
）
〜

１６

　

日
（
火
）（
土
・
日
曜
日
を
除

２９く
）
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５

３０

時　

分
１５

▽
と
こ
ろ　

保
谷
駅
南
口
地
区

再
開
発
事
務
所

▽
意
見
書
の
提
出　

事
業
計
画

（
案
）
に
つ
い
て
、
関
係
権
利

者
の
方
が
提
出
で
き
ま
す
。

※
関
係
権
利
者
と
は
、
本
再
開

発
事
業
に
関
係
の
あ
る
土
地
ま

た
は
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物

件
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者

と
な
っ
て
お
り
、
施
行
地
区
内

の
借
家
権
者
お
よ
び
土
地
に
係

る
未
登
記
の
抵
当
権
者
（
施
行

地
外
に
住
所
を
有
す
る
）
な
ら

び
に
施
行
地
区
に
隣
接
す
る
土

地
の
所
有
者
も
該
当
し
ま
す
。

・
提
出
期
間　

６
月　

日
（
水
）

１６

〜
７
月　

日
（
火
）

１３

・
提
出
方
法
…
持
参
ま
た
は
郵

送※
持
参
の
場
合
は
、
土
・
日
曜

日
を
除
く
。
郵
送
に
つ
い
て
は

消
印
有
効
。

・
提
出
先
…
再
開
発
課
（
保
谷

駅
南
口
地
区
再
開
発
事
務
所
内

〒　

―　

東
町
３
〜
４
〜
５
）

２０２

００１２

◆
再
開
発
課
（�
　

・
１
７
１

３８

１
）

◎
西
東
京
都
市
計
画

用
途
地
域
等
（
用
途

地
域
、
高
度
地
区
、

防
火
地
域
及
び
準
防

火
地
域
）
の
都
市
計
画
変
更
の

決
定
告
示
に
伴
う
変
更
図
書
の

縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。

　

今
回
の
都
市
計
画
変
更
に
よ

り
、
市
内
で
は
西
東
京
都
市
計

画
道
路
３
・
２
・
６
号
調
布
保

谷
線
沿
道
な
ど
、
合
計　

か
所

３５

で
用
途
地
域
等
の
見
直
し
が
行

わ
れ
ま
す
。

▽
と
き　

６
月　

日（
木
）か
ら

２４

▽
と
こ
ろ　

都
市
計
画
課
（
保

谷
庁
舎
５
階
）

※
東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ

く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
（
都

庁
第
２
本
庁
舎　

階
北
側
）
で

２１

も
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

◆
都
市
計
画
課（
○保
 
�
内
線　

）
２４１１

◎
６
月
１
日
に
、
保
谷
駅
南
口

地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事

業
の
都
市
計
画
変
更
決
定
告
示

が
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
関
係

図
書
の
縦
覧
を
行
っ
て
い
ま

す
。

▽
と
こ
ろ　

保
谷
駅
南
口
地
区

再
開
発
事
務
所

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
き
ま
す
。

◆
再
開
発
課
（�
　

・
１
７
１

３８

１
）

事
業
計
画（
案
）の

縦
覧

都
市
計
画
変
更
図
書
の

縦
覧

▽
と
き　

６
月　

日
（
火
）
午
後
２
時　

分
か
ら

29

３０

▽
と
こ
ろ　

防
災
セ
ン
タ
ー
６
階
講
座
室
２

▽
議
題　

行
政
報
告
ほ

か

▽
傍
聴
人
数　
　

人
10

◆
教
育
庶
務
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2611

教育委員会
開催日程　

５
月　

日
号
１
面
で
掲
載
し
た
５
月
１
日
現
在
の
市
の
人
口

１５

と
世
帯
数
の
一
部
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

正
し
い
男
性
の
人
口
前
月
比
は
、　

人
増
と
な
り
ま
す
。

３４９

◆
市
民
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４６１

訂　正


